
三十　添加物製造業

　イ　原材料の保管並びに製品の製造、小分け、包装及び保管をする室又は場所を有すること。な
お、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

　ロ　製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて抽出、反応、混合、ろ過、し過、精製、濃縮等に
必要な設備を有すること。添加物製剤を製造する場合にあつては、含有成分を均一にする機械設備
を有すること。

　ハ　原材料又は製品の試験検査をするために必要な設備及び器具を有すること。ただし、試験検
査のうち特殊な試験に必要な設備及び器具については、当該試験に必要な設備を有する他の機関
を利用して自らの責任において当該添加物の試験検査をする場合であつて、食品衛生上支障がな
いと認められるときは、この限りではない。

　ニ　添加物及び添加物以外の製品の製造をする施設にあつては、添加物の製造に使用する機械
器具が区画されていること。ただし、添加物及び添加物以外の製品を同一の工程で製造する場合で
あつて、同一の機械器具を使用しても製造された添加物が法第十三条第一項の基準及び規格に適
合する場合は、この限りではない。


